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高齢者や障がい者等の消費者被害防止のための 
「見守りハンドブック」を作成しました 

 
県では、高齢者や障がい者等の消費者被害の未然防止や拡大防止のため、「岐阜県消費者安全確

保地域協議会」を設置し、全県下での見守りネットワークの構築に取り組んでいます。 

このたび、民生委員、ヘルパー、地域住民等の見守りの担い手には、見守り活動を行う際の役立

つ情報として、市町村担当者には、市町村協議会の設置・運営の際の参考資料として、「見守りハ

ンドブック」を作成しましたので、お知らせします。 

 

１ 内 容 第１部  制度編 

      第２部  見守り編 

           ・見守りのポイント 

           ・気付きのチェックポイント 

           ・声かけの方法 

           ・被害発見時のチェックシート 

           ・気付きから消費生活センター等 

            へのつなぎ方の事例    ほか       

第３部  消費者被害の解決方法編           

      参考資料 全国の協議会の設置状況・事例等 

 

 

 

２ 公 開 ハンドブックは、以下の県ホームページに公開しています。 

      県トップページ＞くらし・防災・環境＞消費生活・県民生活 

      ＞岐阜県消費者の窓（消費生活相談・情報） 

＞高齢者・障がい者等の消費者被害防止のための見守りハンドブック 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/489188.html 

 

＜岐阜県消費者安全確保地域協議会とは＞  

設  置：令和７年８月２７日 

目  的：消費者安全法に基づき、高齢者や障がい者等の消費者被害の未然防止・拡大防止を図るた

め、関係機関・団体が連携して、高齢者等の見守りに必要な取組についての情報交換、取

組を行うことにより、市町村における協議会の設置及び活動の促進を図る。 

構成機関：有識者、報道機関、事業者、消費者団体、福祉団体など、３３団体等 

会  長：岐阜大学副学長・教授 大藪
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令和８年３月３１日（火） 岐阜県発表資料 

担当課等 担当者 電話番号 

岐阜県消費者安全確保地域協議会 

（事務局：県民生活課消費生活安全係） 

小池 

塚原 

内線 3018 
直通 058-272-8204 
FAX  058-278-2889 


